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野

田
山
陸
軍
墓
地
の
創
設

　
「
軍
都
」
金
沢
の
陸
軍
墓
地
は
旧
城
下
の
郊
外
（
金
沢
城
の
南
西
）
、
寺
町
台
地
の

奥
手
丘
陵
「
野
田
山
」
に
設
け
ら
れ
た
。
北
越
戦
争
以
降
、
第
九
師
団
管
下
石
川
県

域
の

戦
没
兵
士

は
、
基
本
的
に
は
こ
の
陸
軍
墓
地
に
埋
葬
あ
る
い
は
合
葬
さ
れ
て
来

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
陸
軍
墓
地
以
外
に
埋
葬
さ
れ
た
個
人
墓
の
形
態

も
あ
り
、
一
時
、
北
越
戦
争
陣
没
者
の
一
部
が
卯
辰
山
に
埋
葬
さ
れ
た
事
例
も
み
ら

れ

る
が
、
野
田
山
の
墓
碑
等
の
数
か
ら
し
て
、
日
清
戦
争
以
前
は
そ
の
大
多
数
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

の

陸
軍
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
現
在
も
将
校
二
四
柱
、
下
士
官
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
六

八
柱
の

墓
碑
が
、
同
墓
地
内
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
野

田
山
は
、
『
金
沢
古
蹟
志
』
に
「
旧
藩
主
歴
代
の
廟
所
、
金
沢
市
中
士
族
、
平

民
の
墳
墓
地
に
て
、
国
初
以
来
の
埋
葬
地
な
る
に
よ
り
、
毎
年
七
月
の
孟
蘭
盆
会
に

は
、
各
々
灯
籠
を
灯
し
（
約
四
万
基
の
奉
灯
が
備
え
ら
れ
た
）
、
昼
夜
共
に
男
女
群

参

し
て
、
十
一
屋
野
田
道
の
繁
昌
い
は
ん
か
た
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
以

降
、
城
下
町
都
市
の
墓
地
と
し
て
の
景
観
を
し
だ
い
に
濃
厚
に
し
て
き
た
金
沢
郊
外

　
　
　
　
　
　
ヨ
　

の
里

山
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
で
維
新
後
、
陸
軍
墓
地
の
整
備
は
お
そ
ら
く
明
治
十

年
代
に
進
み
、
相
次
い
で
個
人
の
墓
碑
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ

れ

る
（
墓
碑
銘
か
ら
は
兵
士
の
戦
没
時
期
が
確
認
さ
れ
る
が
、
ほ
ぼ
明
治
の
一
桁
か

ら
十
年
代
に
集
中
し
て
い
る
）
。
し
か
し
、
戦
没
者
の
増
加
と
と
も
に
、
墓
域
を
確

保

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
物
理
的
な
問
題
も
あ
っ
て
か
、
個
人
墓
の
造
営

は
、
し
だ
い
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
「
陸
軍
埋
葬
地
規
定
」
で
は
一

〇

基
ま
と
ま
れ
ば
合
葬
可
能
と
さ
れ
る
）
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
野
田
山
に
は
じ
め
て
戦
没

軍

人
の
合
葬
慰
霊
碑
が
建
立
さ
れ
た
。
「
陸
軍
軍
人
合
葬
之
墓
」
で
あ
る
。
こ
の

「合
葬
之
墓
」
は
、
西
南
役
戦
没
者
と
、
こ
れ
よ
り
さ
き
明
治
元
年
北
越
戦
争
の
戦

没
者
を
合
葬
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
三
十
年
四
月
に
は
、
「
征
清
役
戦
没
・

病
没
軍
人
合
葬
碑
」
（
二
八
柱
）
の
建
碑
式
が
挙
げ
ら
れ
、
四
十
年
三
月
に
は

「
日
露
役
陣
没
者
合
葬
碑
」
（
六
＝
一
四
柱
）
が
建
立
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
昭
和
七
年

（
一
九

三

二
）
十
二
月
に
は
「
上
海
事
件
陣
没
者
合
葬
碑
」
、
さ
ら
に
昭
和
十
二
年
に

は
「
満
州
事
変
陣
没
者
合
葬
碑
」
が
建
設
さ
れ
た
。
日
露
役
以
下
、
満
州
事
変
、
上

海
事
変
の
合
葬
碑
は
い
ず
れ
も
一
台
座
一
基
で
、
日
露
戦
争
以
降
の
碑
に
は
玉
垣
も

設

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
十
六
年
五
月
に
は
、
従
来
の
碑
と
は
比
べ
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ら
な
い
ほ
ど
巨
大
な
「
支
那
事
変
戦
没
者
忠
霊
塔
」
が
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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2
　
合
葬
墓
碑
の
歴
史
的
背
景

　
こ
れ
ら
軍
人
墓
地
の
墓
碑
・
合
葬
碑
に
は
、
い
か
な
る
「
慰
霊
意
識
」
が
投
影
さ

れ
て

い

る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
墓
地
空
間
の
構
成
と
特
徴
を
確
認
し
て
み
よ
う

（表
1
）
。
ま
ず
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
石
碑
の
規
模
が
ほ
ぼ
建
立
毎
に
大

き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
戦
争
の

規
模
の
拡
大
、
あ
る
い
は
戦
死
者
の
増
加
に
見
合
っ
た
外
観
を
整
え
る
と
い
う
、
き

わ

め

て
自
然
な
意
図
で
あ
ろ
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
戦
役
を
重
ね
る
ご
と
に
戦
闘
規
模
が

拡
大
し
、
出
征
数
お
よ
び
戦
死
者
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
石
川
県
で
も
特

に
戦
死
者
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
の
は
日
露
戦
争
以
降
で
、
『
金
沢
市
史
（
現
代
編

上
ご

に
よ
れ
ば
、
「
（
日
露
戦
争
に
お
い
て
は
）
第
七
連
隊
の
み
で
も
、
戦
死
一
三

九
三

人
、
戦
傷
三
六
八
五
人
の
多
数
に
上
り
、
ま
さ
に
連
隊
全
滅
に
近
い
状
況
で
あ

っ

た
」
と
さ
れ
、
そ
の
後
「
陸
海
軍
の
徴
兵
人
数
は
、
一
九
二
〇
年
代
（
大
正
末

期
）
の
軍
縮
に
よ
っ
て
し
ば
ら
く
減
少
し
て
い
た
も
の
の
、
昭
和
六
（
一
九
三
こ

年
の
満
州
事
変
か
ら
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
の
日
中
戦
争
に
か
け
て
の
軍
備
の

拡
張

に
つ
れ
て
次
第
に
増
加
し
た
」
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
徴
兵
傾
向
は
、
太
平
洋
戦
争
下
に
は
一
層
激
化
し
、
本
土
決
戦
が
決
意

さ
れ
た
昭
和
十
九
年
頃
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
根
こ
そ
ぎ
動
員
」
に
至
っ
た
。
つ
ま

り
、
日
本
が
大
陸
へ
進
出
し
、
全
面
的
な
戦
闘
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
兵
員
の
確

保

な
ら
び
に
戦
意
の
高
揚
は
、
軍
部
を
は
じ
め
と
す
る
国
政
当
局
の
最
大
の
課
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
碑
の
規
模
拡
大
の
背
景
を
如
実
に
語
っ

て

い

る
も
の
と
い
え
よ
う
（
表
2
）
。

　
一
方
、
多
数
の
個
人
墓
が
、
合
葬
墓
碑
（
一
～
二
基
の
）
と
い
う
形
で
一
つ
に
ま

と
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
兵
士
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
彼
ら
を
慰
霊
す
る
遺
族
に
と
っ

て

極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
①
限
ら
れ

た

墓
域
の

中
で
個
人
墓
を
収
容
し
き
れ
な
い
と
い
う
事
情
と
、
②
「
合
葬
」
と
い
う

金沢野田山戦没者墓碑一覧表表1

墓葬碑名 年　　代 御霊数 法　　量 備　　考

1 軍人墓碑（下士官兵） M10．5．5～M38．8．11 368柱 15．2×15．2　　h．62（cm） 土饅頭状の盛り土の上に陸軍墓地

規定型墓石柱。大多数が兵卒と補

充兵

2 軍人墓碑（将校） M12．4，12～M44．7．一 24柱 51．8×51．8　　h．170（cm） 大型の石造個人墓

3 露国俘虜碑 M38．5．6～M38，1L21 10柱 15，3×153　　　　h，63（crn） ユ0基の墓石柱。カタカナ人名上

に十字架（1基は三日月）を刻む

4 陸軍軍人合葬之墓 M26．3．一 69柱 91．0×59．5　　h．160（cm） 1台2基、右基に下士官左基に兵

卒名、西南役と北越役の合葬

5 征清役戦死軍人合葬碑

征清役病没軍人合葬碑

M30．4．27 118柱 90．0×59．O　　h．231（cm） 1台2基、右基46名「明治二十
八年之役」、左基72名「同上」銘

6 日露陣没者合葬碑 M40．3．一（S12．5．一） 6124柱 83．0×83．5　　h．220（cm） M40．3「合祀シ碑四基ヲ建立」、

Sl2．5「今回之ヲ改修シー基」に

改造したもの、林銑十郎（首相）書

7 上海事件陣没者合葬碑 S7．12．一 144柱 82．5×71．5　　h．270（cm） 中将植田謙吉（第九師団長）書

8 満洲事変陣没者合葬碑 S12．5．一 104柱 74．2x66．2　　　　h．268（crr1） 中将蓮沼蕃（第九師団長）書

9 支那事変戦没者忠霊塔 S16．5．3 5814柱 300．Ox335．O　　h．775（cnユ） 中将吉住良輔（第九師団長）書

註）　各墓碑銘のほか、「野田山忠霊塔納骨者いろは別名簿」（昭和22年10月調、霊域維持会）、「野田山忠霊塔御分骨安置箇所一覧

　　簿」（同上）、「忠霊塔合葬希望者受付簿」（昭和22年6月起）、「支那事変忠霊塔合葬者名簿」、「金沢陸軍墓地埋葬者調」（昭和

　　18年7月30日調）、「野田山納骨名簿」（昭和30～37年、石川県厚生部民生課）等により作成。
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’

形
式

に
何
等
か
の
意
味
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
は
か
ら
ず
も
読
み
取
れ

る
。
陸
軍
墓
地
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
同
質
な
戦
死
者
を
、
網
羅
的
に
埋
葬
し
て
公

式
の

「慰
霊
」
を
行
う
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
た
墓
地
の
場
合
、
合
葬
碑
と
い
う
形

式

は
、
と
り
あ
え
ず
は
物
理
的
な
問
題
①
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
さ
ら
に
②
の
ご
と

く
、
墓
碑
を
建
設
す
る
主
体
に
「
合
葬
」
を
実
施
す
べ
き
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

場
合
、
そ
の
選
択
が
な
さ
れ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
籠
谷
次
郎
氏
が
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇

六
）
の
「
県
知
事
宛
内
務
省
宗
教
局
長
・
同
神
社
局
長
通
牒
」
を
紹
介
し
、
こ
れ
に

田コ図大噛
満蒙開拓碑

図

回

灯　籠

冨

目

支那事変戦没者忠霊塔

田

征清役病没軍人合葬碑

征清役戦没軍人合葬碑

陸軍軍人合葬之墓

露国俘虜碑　
モ

軍人墓碑（将校）

よ
り
「
忠
魂
碑
等
の
一
市
町
村
一
碑
の
方
針
が
出
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に
多
く
造
営
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
て

い

た
『
戦
没
者
個
人
碑
』
は
後
を
絶
っ
た
」
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
今
井
昭
彦
氏
や
下
山
忍
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
年
代
以
降
の
「
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

碑
」
の
建
立
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
埼
玉
県
越
谷
市
の
事
例
に
み
ら
れ

［
口
［
］

奉吉暗葬地跡

口、

　
　
　
　
　
　
＝

／
ノ

1

軍人墓碑（下士官兵）

石川県戦没者墓地構内図図1

金沢陸軍墓地埋葬者調表2

墓石数 将官 佐官 尉官 準士官 下士 兵卒 軍属 計

私　設　墓 24 3 19 2 24

1号合葬碑 1 50 50

2号合葬碑 1 63 63

個　人　墓 366 366 366

3号合葬碑 1 1 2 10 59 72

4号合葬碑 1 2 5 37 2 46

日露戦役合葬碑 1 19 126 43 877 5056 6121

上海事件合葬碑 1 1 3 8 1 48 53 114

満州事変合葬碑 1 1 4 2 23 70 4 104

支那事変以降分 1
一 一 一 一 一 　 一 　

5814

合計　12774

（註）　表1の註に示した戦没者墓地管理所所蔵文書より作成。なお私設墓は明治12～44年、1・2号合葬碑

　　は北越役及西南役、3・4号合葬碑は日清戦争の戦没と病没、個人墓は明治初～38年のそれぞれの戦

　　死者の墓碑。支那事変以降分の戦死者は18年7月末迄の調査。
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る
よ
う
に
、
＝
市
町
村
一
碑
」
の
方
針
以
後
の
個
人
碑
規
制
に
よ
り
社
寺
境
内
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
私
有
地
に
建
立
場
所
を
移
す
ケ
ー
ス
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
を
ふ
ま

え
て
、
以
下
、
野
田
山
陸
軍
墓
地
に
お
け
る
「
合
葬
碑
」
の
成
立
事
情
を
考
察
し
て

み

た
い
。
ち
な
み
に
、
「
陸
軍
軍
人
合
葬
之
墓
」
の
形
態
は
、
一
台
座
に
二
基
の
碑

柱

（石
碑
、
以
下
同
じ
）
で
、
右
基
に
下
士
官
、
左
基
に
兵
卒
の
記
銘
が
あ
る
。
な

お
、
「
征
清
役
碑
」
も
一
台
二
基
だ
が
、
右
基
に
「
戦
死
軍
人
」
、
左
基
に
は
「
病
没

軍
人
」
が
合
葬
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
「
陸
軍
軍
人
合
葬
之
墓
」
は
、
北
越
戦
争
の
戦
死
者
と
西
南
戦
争
の
戦
没

者
と
を
合
葬
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
南
戦
争
に
出
兵
し

た
兵
士
の
遺
骨
（
一
四
名
分
）
は
、
野
田
山
で
は
な
く
、
は
じ
め
（
旧
城
下
の
北
東

郊
外
）
卯
辰
山
の
共
同
墓
地
に
葬
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
明
治
十

年
（
一
八
七
七
）
頃
か
ら
野
田
山
に
陸
軍
墓
地
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
移

葬
‖
改
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
こ
の
時
初
め

て

「合

葬
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
①
の
理

由
、
埋
葬
ス
ペ
ー
ス
の
事
情
が
多
分
に
か
ら
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
一
方
で
、
二

つ
の
戦
争
の
戦
死
者
を
「
合
わ
せ
祭
る
」
必
然
性
、
す
な
わ
ち
戊
辰
・
西
南
役
を
一

連
の

軍
事
行
動
1
1
政
治
的
関
連
と
と
ら
え
る
契
機
も
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
に
は
徴
兵
制
度
に
よ
る
国
民
の
動
員
を
基
礎
と
し
た
政
府
軍
（
新
制
陸

軍
）
が
、
旧
士
族
の
最
大
の
反
乱
で
あ
る
西
南
戦
争
を
よ
う
や
く
の
思
い
で
制
圧

し
、
軍
隊
組
織
と
し
て
の
危
機
を
と
り
あ
え
ず
乗
り
越
え
、
軌
道
に
の
せ
た
と
い
う

政
治
的
背
景
が
あ
る
。
こ
の
過
程
で
戊
辰
役
以
来
の
戦
い
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、

戦
没
兵
士
の
霊
を
ま
と
め
「
合
葬
」
を
執
行
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
社
会
的
な
区

切

り
を
付
け
た
い
と
期
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
状
況
的
に
は
そ
の
よ
う
な
意

図
を
推
察
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

い

ま
一
つ
の
問
題
は
、
西
南
戦
争
の
戦
没
者
が
、
野
田
山
で
は
な
く
、
当
初
卯
辰

山
に
葬
ら
れ
、
明
治
十
年
代
に
至
っ
て
野
田
山
に
「
移
葬
」
の
う
え
「
合
葬
」
さ
れ

た
と
い
う
背
景
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
野
田
山
墓
地
が
本
来
県
民
一
般
に
開
放
さ
れ
て

い

な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
藩
政
期
に
は
、
武
士
、
町

人

の

身
分
に
よ
る
埋
葬
制
限
が
あ
っ
た
）
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
西
南
戦
争
の
戦
死

者

に
は
、
武
士
以
外
の
階
層
を
出
自
と
す
る
金
沢
以
外
の
平
民
が
含
ま
れ
て
い
た

（
『石

川
県
将
士
の
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
西
南
の
役
の
戦
没
者
は
、
県
下
全
体
で
四
五

九

名
と
な
っ
て
い
る
。
さ
き
の
一
四
名
が
平
民
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
）
。

彼
ら
は
、
野
田
山
開
放
以
前
は
、
こ
の
「
聖
地
」
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
ず
、

明
治
十
年
代
に
至
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
条
件
（
資
格
）
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
卯
辰
山
に
埋
葬
し
て
あ
っ
た
遺
骸
（
遺
骨
）
を
わ
ざ
わ
ざ
掘
り
起

こ
し
て
野
田
山
に
改
葬
す
る
と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
は
、
の
ち
に
詳
述
す
る
野
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

山
の
性
格
を
暗
示
す
る
意
味
で
も
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
「
征
清
役
合
葬
碑
」
の
合
葬
事
情
は
、
お
そ
ら
く
「
兵
士
の
死
」
を
い
か

に

「慰
霊
」
↓
「
顕
彰
」
す
る
か
、
と
い
う
課
題
に
直
面
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
何
度
も
く
り
か
え
す
が
、
明
治
日
本
が
し
だ
い
に
「
国

家
」
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
、
は
じ
め
て
本
格
的
な
対
外
戦
争
を
経
験
し
た
の
が
、

こ
の
日
清
戦
争
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
は
、
従
来
の
内
戦
と
は
、
意
義
も

規
模

も
異
な
り
、
と
く
に
遠
く
外
地
ま
で
兵
士
を
動
員
す
る
と
い
う
、
軍
事
的
に
も

国
民
統
合
の
う
え
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
生
じ
た
（
例
え
ば
、
動
員
・
徴
用
・
軍

属
・
戦
死
・
戦
病
死
の
問
題
な
ど
）
。

　

そ
の
際
、
国
民
に
と
っ
て
、
「
国
の
い
く
さ
」
に
よ
り
犠
牲
と
な
っ
た
戦
死
者
が

ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
る
か
は
、
極
め
て
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
国
家
は

常

に
国
民
を
説
得
し
う
る
「
正
当
な
死
」
の
意
味
を
用
意
し
、
ま
た
戦
死
者
と
そ
の

遺
家
族
に
対
す
る
態
度
を
明
確
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
お
り
か
ら
軍
当
局

は
、
来
る
べ
き
日
露
戦
を
射
程
に
、
陸
軍
編
制
の
七
個
師
団
体
制
か
ら
一
三
個
師
団

体
制
へ
の
拡
張
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
を
実
施
し
つ
つ
あ
っ
た
（
明
治
二
十
九
～
三

十
一
年
の
陸
軍
軍
拡
）
。
金
沢
の
第
九
師
団
も
こ
の
と
き
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
軍
拡
は
、
単
純
に
い
え
ば
徴
兵
等
を
通
じ
て
国
民
に
一
層
の
負
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担
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
を
ふ
ま
え
、
従
来
の
「
陸
軍
埋
葬
地

規
定
」
に
基
づ
く
、
師
団
以
下
の
軍
隊
衛
戊
地
に
お
け
る
埋
葬
制
度
の
な
か
で
、
軍

当
局
は
、
日
清
戦
争
に
お
け
る
戦
死
者
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
新
た
な
局
面
に
対
応

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
外
地
に
お
け
る
戦

死
者
の
扱
い
（
‖
結
果
と
し
て
の
死
体
の
処
理
）
、
戦
死
者
の
増
加
に
対
す
る
墓
地

の
物
理
的
な
収
容
能
力
の
問
題
、
さ
ら
に
「
戦
死
」
を
単
に
一
人
の
兵
士
個
人
の
死

と
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
一
定
の
精
神
的
な
共
通
体
験
と
し
て
と
ら
え
る
認
識
の
存

在
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
日
清
戦
争
を
め
ぐ
る
諸
事
情
を
背
景
と
し

て
、
戊
辰
戦
争
以
来
の
「
個
人
墓
」
で
は
な
く
「
合
葬
墓
」
と
い
う
形
態
が
、
選
ば

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
問
題
に
な
っ
た
の
が
、
戦
場
で
は
死
な
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦

傷
や
戦
病
が
原
因
で
死
ん
だ
、
す
な
わ
ち
「
戦
病
没
者
」
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
と
い

う
の
も
、
日
清
戦
争
段
階
で
は
「
戦
没
者
」
と
「
戦
病
没
者
」
の
処
遇
の
差
が
存
在

し
、
こ
れ
が
民
衆
の
不
満
と
し
て
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事

情
を
受
け
て
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
十
月
一
日
、
陸
軍
大
臣
告
示
「
戦
病

死
者
特
別
合
祀
に
つ
い
て
」
が
発
令
さ
れ
た
。
こ
の
告
示
は
、
戦
病
死
者
が
ど
の
よ

う
に
あ
つ
か
わ
れ
る
の
か
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
や
軍
が
、
国
民

に
対
し
て
よ
り
大
き
な
負
担
へ
の
国
民
合
意
を
得
よ
う
と
す
る
努
力
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ

た
。
繰
り
返
す
が
、
軍
当
局
は
、
来
る
べ
き
日
露
戦
を
射
程
に
陸
軍
編
制
を
七

個
師
団
体
制
か
ら
一
三
個
師
団
体
制
へ
と
拡
張
す
る
計
画
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
こ

と
は
、
よ
り
多
く
の
国
民
に
、
環
境
が
異
な
り
、
当
然
戦
病
死
者
の
増
加
が
想
定
さ

れ

る
「
外
地
」
で
の
負
担
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
清
戦
争
で
報
い

ら
れ
る
こ
と
の
薄
か
っ
た
戦
病
死
者
の
処
遇
に
つ
い
て
、
軍
H
国
家
の
態
度
を
明
確

に
し
、
「
英
霊
」
の
慰
霊
形
式
に
お
い
て
も
戦
死
者
と
同
等
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の

で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
戦
病
死
者
特
別
合
祀
」
制
度
の
制
定
が
、
結
果

と
し
て
病
没
者
「
合
葬
碑
」
を
併
置
す
る
形
態
を
生
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

　
　
　
へ

あ
る
。

　

な
お
、
「
合
葬
」
と
「
合
祀
」
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
場

合
が
み
う
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
若
干
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
「
合
祀
」

の
漢
語

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
意
味
は
「
合
祭
」
と
同
じ
く
天
神
地
砥
を
併
せ
て
ま
つ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
社
神
道
に
お
け
る
「
合
祀
」
は
、
神
社
の
祭
神
を
合
わ

せ
祭
る
こ
と
と
解
さ
れ
、
特
に
靖
国
神
社
で
は
、
招
魂
場
と
呼
ば
れ
る
斎
庭
で
、
厳

格

な
祭
儀
を
経
て
、
執
り
行
わ
れ
る
儀
式
を
さ
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
一
般
に

は
、
殉
職
あ
る
い
は
殉
難
し
た
者
の
氏
名
等
を
銘
板
に
記
し
て
掲
げ
祀
る
こ
と
を

「
合
祀
」
と
称
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
碑
に
姓
名
を
刻
ん
だ
こ
と
を
、
あ
た
か
も

「
合
祀
」
と
み
な
す
よ
う
な
一
種
の
習
俗
的
施
行
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
「
合
葬
」
「
合
祀
」
両
者
は
、
共
通
の
心
情
を
共
有
す
る
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
本
来
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、

軍
人
墓
地
の
慰
霊
碑
に
関
し
て
は
、
「
合
祀
」
（
合
わ
せ
祀
る
）
と
い
う
用
語
は
ど
こ

に
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
「
合
葬
」
（
合
わ
せ
葬
る
）
と
い
う
行
為
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

て

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
戦
場
に
お
け
る
「
合
葬
」
は
、

さ
き
に
ふ
れ
た
遺
体
処
理
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
内
地
に
お

け
る
合
葬
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
以
下
の
興
味
深
い
事
実
を
付
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、

も
と
も
と
日
清
戦
争
前
ま
で
の
陸
軍
に
は
、
合
葬
と
い
う
形
式
は
制
度
的
に
は
な
か

っ

た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
二
十
八
年
十
月
六
日
付
『
大
阪
朝
日
新

聞
』
に
は
「
我
陸
軍
に
は
合
葬
の
先
例
あ
ら
ず
、
下
士
卒
埋
葬
の
敷
地
は
一
人
に
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

一
坪
の
規
定
」
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
記
述
は
少
な
く
と
も
野
田
山
の

「
陸
軍
軍
人
合
葬
之
墓
」
の
明
治
二
十
六
年
と
い
う
建
設
年
代
に
照
ら
せ
ば
、
か
な

ら
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
の
重
要
な
点
は
以
下
の
部
分
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
（
日
清
戦
争
に
お
い
て
）
「
今
回
遼
東
半
島
よ
り
各
師
団
へ
送
還
し

来
れ
る
遺
骨
は
、
各
部
隊
毎
に
准
士
官
以
下
は
四
人
に
付
約
一
坪
と
し
、
成
る
べ
く

各
人
別
々
に
埋
葬
し
、
将
校
は
墓
地
の
模
様
に
依
り
、
適
宜
取
定
む
る
こ
と
と
な
り

し
由
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
情
的
に
は
、
規
定
ど
お
り
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「成
る
べ
く
各
人
別
々
に
埋
葬
」
し
た
い
の
だ
が
、
「
准
士
官
以
下
」
の
膨
大
な
外
地

戦
死
者
u
遺
体
を
前
に
し
て
「
四
人
に
付
約
一
坪
」
と
い
う
実
質
的
な
合
葬
の
形
を

と
ら
ざ
る
を
得
な
い
所
に
、
日
清
戦
争
を
画
期
と
す
る
合
葬
墓
へ
の
移
行
の
契
機
が

み

て

と
れ
よ
う
。

　
次

に
「
日
露
役
陣
没
者
合
葬
碑
」
で
あ
る
。
こ
の
碑
を
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
奇

妙
な
事
実
に
気
付
く
。
と
い
う
の
も
、
現
在
の
碑
は
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
五

月
に
改
修
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
碑

文
に
よ
れ
ば
、
も
と
の
碑
は
日
露
戦
後
ま
も
な
く
の
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
三

月
に
建
立
し
た
四
基
の
も
の
で
、
「
将
校
同
相
当
官
、
准
下
士
官
、
軍
曹
、
兵
卒
並

軍

属
二
区
分
合
葬
シ
、
碑
四
基
建
立
ヲ
シ
ア
リ
シ
カ
、
今
回
之
ヲ
改
修
シ
一
基
二
合

葬
ス
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
現
存
す
る
碑
は
、
元
の
碑
を
の
ち
に
一

基

に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
碑
文
の
と
お
り
な
ら
ば
、
将
と
兵
の
区
別
を
な
く
し
、
上
下
の
階
級
を
越
え
て

合
葬
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
四
基
の
碑
を
改
築
し
て
合
体
す
る
理

由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
昭
和
十
二
年
五
月
と
い
う
日
中
戦
争
直
前

の
緊
迫
し
た
状
況
が
影
響
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
（
開
戦
は
七
月
七
日
）
、

詳
細
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
下
山
忍
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
北
関
東
で

も
昭
和
十
一
年
頃
に
戦
争
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
（
蕨
市
和
楽
備
神
社

乃
木
大
将
像
、
川
口
市
川
口
神
社
小
池
幸
三
郎
像
な
ど
）
、
こ
れ
ら
の
記
銘
か
ら
、

日
露
戦
争
三
十
周
年
と
の
関
連
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

沢
の

場
合
も
同
様
の
事
情
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
う
な
る
と
、
同
十
二
年
（
一
九
三
七
）
五
月
に
建
立
さ
れ
た
「
満

州
事
変
陣
没
者
合
葬
碑
」
は
、
現
在
の
日
露
の
碑
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
建
設
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
も
と
も
と
、
第
九
師
団
に
は
満
州
事
変
へ
の
動
員
令
が
下
っ
て
い
な
い

の

で
、
師
団
と
し
て
は
当
然
派
兵
も
せ
ず
、
「
陣
没
者
」
も
い
な
い
は
ず
で
あ
る

（厳
密
に
は
部
分
的
な
動
員
が
実
施
さ
れ
た
が
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
変
か
ら
六

年
後
の
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
改
め
て
合
葬
碑
を
建
設
し
た
の
は
、
い
か
な

る
理
由
か
ら
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
日
露
陣
没
者
の
改
修
合
葬
と
関
連
し
て
建
設

さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
残
念
な
こ
と
に
「
満
州
事
変
陣
没
者
合
葬

碑
」
に
本
来
掲
げ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
左
右
の
銘
板
は
、
一
枚
は
取
り
外
さ
れ
、

一
枚
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
他
の
墓
碑
に
こ
う
し
た
改
修
が
施
さ

れ
て

い

る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
経
緯
と
合
わ
せ
解
明
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

と
な
る
と
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
十
二
月
建
立
の
「
上
海
事
件
陣
没
者
合
葬

碑
」
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
、
合
葬
碑
と
し
て
は
現
在
の
日
露
の
碑
よ
り
も
前
に
建

立

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
形
態
は
日
露
合
葬
碑
と
近
似
し
て
い
る
）
。
幸
い
に
も
同

碑
の
建
碑
事
情
は
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
確
認
で
き
た
。
『
北
国
新
聞
』
昭
和
七
年

九

月
二
十
日
付
に
は
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
上
海
事
変
合
葬
碑
　
野
田
山
墓
地
に
建
立
　
碑
文
は
植
田
中
将
が
健
筆
を
揮
ふ
」

　
　
　
第
九
師
団
当
局
で
は
、
金
沢
・
富
山
・
敦
賀
・
鯖
江
の
各
管
下
衛
戊
地
に
上

　
　
海
戦
々
合
葬
碑
を
た
つ
る
べ
く
、
か
ね
て
陸
軍
省
へ
申
請
中
で
あ
っ
た
と
こ

　
　

ろ
、
こ
の
程
許
可
来
り
、
約
五
千
円
の
経
費
を
も
っ
て
早
速
工
事
に
掛
か
る
こ

　
　
と
に
な
っ
た
が
、
金
沢
で
は
野
田
山
陸
軍
墓
地
に
設
立
の
予
定
で
碑
文
は
第

　
　
九

師
団
長
植
田
（
謙
吉
／
引
用
者
注
）
が
健
筆
を
揮
ふ
は
ず
で
あ
る
（
下
略
）
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
海
事
変
の
合
葬
碑
は
、
第
九
師
団
管
下
の
各
衛
戌
地
に
建
設

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
建
設
の
動
き
が
き
わ
め
て
組
織
的
・
官
製
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
「
合
葬
碑
」
と
し
て
計
画
さ

れ
て

い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
同
陸
軍
墓
地
で
は
初
め
て
の
一
台
一

基
型
「
合
葬
碑
」
で
あ
っ
た
。
す
で
に
総
動
員
体
制
を
目
途
と
す
る
に
至
っ
た
、
陸

軍
当
局
の
動
向
と
本
格
的
な
対
中
戦
争
の
初
戦
を
経
験
し
た
第
九
師
団
の
姿
勢
が
、

こ
の
建
碑
運
動
の
な
か
に
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
既
述
の
ご
と

く
満
州
事
変
以
降
の
合
葬
碑
（
改
修
さ
れ
た
日
露
合
葬
碑
を
含
む
）
に
は
玉
垣
が
設

け
ら
れ
、
そ
の
整
備
が
、
そ
れ
以
前
の
碑
群
と
は
様
相
を
画
し
て
行
き
届
い
て
い
る

点
が
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
の
ち
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
五
月
に
は
、
巨
大
な
「
支
那
事
変
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戦
没
者
忠
霊

塔
」
（
石
川
県
忠
霊
塔
）
が
建
設
さ
れ
る
。
こ
の
忠
霊
塔
に
関
し
て

は
、
本
報
告
書
の
拙
稿
で
ふ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

3
　
ロ
シ
ア
兵
捕
虜
の
墓
碑

　
時
期
は
前
後
す
る
が
、
陸
軍
軍
人
墓
地
の
構
内
に
日
露
戦
後
の
ロ
シ
ア
兵
捕
虜
の

墓
碑
が
存
在
す
る
の
も
特
徴
的
な
事
例
で
あ
る
。
こ
の
ロ
シ
ア
兵
捕
虜
の
戦
病
死
者

墓
碑

に
関
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
背
景
を
指
摘
し
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
が

ま
だ
国
際
社
会
で
近
代
国
家
と
し
て
の
認
知
を
受
け
よ
う
と
し
て
配
意
し
て
い
た
明

治
後
期
に
は
、
日
本
軍
・
政
府
も
国
際
法
を
順
守
す
る
意
志
を
積
極
的
に
示
し
て
い

た
と
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
捕
虜
を
戦
時
法
規
に
基
づ
い
て
処
遇
す
る
た
め
の
努
力

も
重
要
な
対
応
策
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
配
慮
か
ら
日
露
戦
争
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人

捕
虜
、
第
一
次
大
戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
捕
虜
が
、
日
本
国
内
の
収
容
所
で
優
遇
さ

れ
、
日
本
人
と
の
間
に
浅
か
ら
ぬ
交
流
が
生
じ
た
例
も
伝
え
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ

る
。　

金
沢
で

も
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
三
月
二
十
三
日
を
第
一
次
と
し
て
、
多

数
の
ロ

シ
ア
兵
捕
虜
が
市
内
に
送
致
さ
れ
た
。
受
け
入
れ
側
の
金
沢
で
は
、
市
当
局

も
市
民
も
こ
の
「
異
人
」
を
厚
遇
し
た
よ
う
で
あ
る
。
三
十
八
年
五
月
十
日
付
金
沢

市
諭
示
第
四
号
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
俘
虜
二
対
ス
ル
心
得
ハ
諭
示
ノ
如
ク
、
彼
等
ハ
其
祖
国
二
対
シ
義
務
ヲ
尽
シ

　
　
一
旦
戦
斗
力
ヲ
失
ヒ
俘
虜
ト
ナ
リ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
之
ヲ
仇
敵
視
ス
ヘ
カ
ラ
サ

　
　
ル

ハ
勿
論
、
寧
ロ
博
愛
心
ヲ
以
テ
接
遇
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
。
（
彼
ら
に
危
害
を

　
　
加
え
悪
感
を
懐
か
し
む
る
こ
と
は
）
市
民
ノ
品
位
ヲ
傷
ク
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
延
テ

　
　
国
家
ノ
威
信
ヲ
失
墜
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
、
斯
ル
軽
躁
ノ
挙
動
ナ
キ
様
注

　
　

意
セ
ラ
ル
ヘ
シ

　
　
　
　

明
治
三
十
八
年
五
月
十
日

と
あ
る
。
金
沢
市
当
局
の
戸
惑
い
と
配
慮
が
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
な
か
一

〇
柱
の
ロ
シ
ア
兵
捕
虜
の
墓
碑
（
ロ
シ
ア
正
教
九
名
、
イ
ス
ラ
ム
教
一
名
）
は
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

時
の
国
際
環
境
の
な
か
で
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
日
露
戦
争
の
際
に
、

日
本
の
負
傷
兵
が
捕
虜
と
な
っ
て
送
還
の
途
中
死
亡
、
チ
タ
市
の
露
国
陸
軍
墓
地
に

葬
ら
れ
た
事
例
が
、
大
正
四
年
十
二
月
二
十
日
付
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
み
ら
れ

　め
　る

。
こ
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
遺
骨
は
、
の
ち
に
日
本
か
ら
の
「
整
骨
使
」
一
行

に
よ
り
発
掘
さ
れ
、
鄭
重
な
葬
儀
の
う
え
持
ち
帰
ら
れ
て
い
る
。
野
田
山
の
ロ
シ
ア

兵
の

ケ
ー
ス
と
比
べ
れ
ば
、
戦
後
の
収
集
事
業
と
併
せ
、
我
彼
の
「
遺
骨
」
に
対
す

る
観
念
が
う
か
が
え
る
興
味
深
い
事
例
と
い
え
よ
う
。

　
以

上
、
野
田
山
陸
軍
墓
地
に
お
け
る
一
連
の
墓
碑
の
成
立
事
情
を
、
や
や
詳
細
に

み

て

き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
碑
が
そ
れ
な
り
の
歴
史
的
背
景
の
う
え
に
建
立
さ
れ
て
き

た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
墓
碑
の
集
合
体
と
し
て
陸

軍
墓
地

は
形
成
さ
れ
、
ま
た
独
特
の
景
観
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
意
味
で
、
野
田
山
陸
軍
墓
地
も
ま
た
（
景
観
の
う
え
で
も
、
民
衆
意
識
の
う
え
で

も
）
「
軍
都
」
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
言
え
よ
う
。

註（
1
）
　
野
田
山
の
一
般
墓
地
域
に
も
戊
辰
戦
争
（
北
越
戦
争
）
戦
死
者
の
墓
が
い
く
つ
か
確
認
さ
れ

　
　
て
い
る
。
例
え
ば
、
金
子
栄
五
郎
富
一
、
山
下
勇
太
夫
政
和
、
野
村
吉
太
郎
幸
友
三
名
の
亀
型

　

墓
石

を
も
つ
墓
碑
（
追
悼
碑
）
な
ど
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
六
月
二
日

　
　
の
戦
死
者
で
あ
っ
た
。

（
2
）
　
『
北
国
新
聞
』
昭
和
五
年
七
月
三
日
付
に
よ
れ
ば
、
「
明
治
六
年
以
来
在
職
又
は
召
集
中
死
亡

　

し
た
月
加
田
歩
兵
中
佐
以
下
将
兵
卒
六
百
二
十
三
名
、
な
ら
び
に
日
清
、
日
露
両
戦
後
に
戦
病

　

死

し
た
諸
勇
士
の
英
霊
」
と
さ
れ
る
。
細
見
長
盛
『
不
滅
の
墳
墓
』
巖
雲
堂
書
店
、
一
九
三
二

　
年
、
二
七
〇
頁
参
照
。

（
3
）
　
森
田
柿
園
『
金
沢
古
蹟
志
』
一
八
九
一
年
。
『
北
国
新
聞
』
一
九
八
三
年
二
月
九
日
付
「
レ

　

ポ
ー
ト
野
田
山
か
ら
（
2
4
）
／
市
民
墓
地
」
参
照
。
な
お
、
野
田
山
が
、
本
来
は
藩
主
前
田
家
の

　

墓
地

が
存
在
す
る
「
聖
地
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
場
所
性
の
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
な
く
て
は

　

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
藩
祖
前
田
利
家
は
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
大
坂
で
没
し
た
も

　

の

の
、
遺
言
に
よ
り
遺
体
は
金
沢
へ
送
ら
れ
、
野
田
山
の
山
頂
に
墳
墓
を
築
い
て
こ
こ
に
埋
葬

　

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
代
々
の
藩
主
も
こ
の
地
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
武

　

家
や
町
家
の
墓
も
こ
こ
に
集
ま
り
、
城
下
最
大
の
墓
地
空
間
と
な
っ
た
。
野
田
山
の
モ
チ
ー
フ

　

は
、
何
と
い
っ
て
も
こ
の
点
に
あ
る
。
な
お
現
在
の
墓
石
数
は
五
万
余
り
と
い
わ
れ
、
前
田
家
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墓
地

を
除
く
墓
地
域
全
体
は
金
沢
市
が
、
「
戦
没
者
墓
地
」
は
石
川
県
が
管
理
し
て
い
る
（
『
野

　
　
田
山
の
墓
碑
を
訪
ね
て
』
金
沢
市
観
光
課
、
一
九
九
八
年
）
。
な
お
、
近
年
、
近
世
の
野
田
山

　

墓
地
に

関
し
て
、
近
世
考
古
学
か
ら
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
（
例
え
ば
、
出
越
茂
和

　
　
「
野
田
山
近
世
墓
地
研
究
序
説
ー
墓
地
の
形
成
と
構
造
　
」
『
加
能
史
料
研
究
』
第
＝
二
号
、
二

　
　
〇
〇
一
年
な
ど
）
。

（
4
）
　
一
般
に
石
川
県
忠
霊
塔
と
紹
介
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
金
沢
市
域
の
戦
没
者
を
対
象
と
す

　
　
る
慰
霊
施
設
で
あ
る
（
原
田
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）
。
な
お
、
こ
の
合
葬
碑
群
に
関
し
て
は
、

　

本
康
宏
史
「
『
軍
都
』
の
民
俗
再
考
　
祈
願
と
慰
霊
を
中
心
に
ー
」
二
．
）
（
『
石
川
県
立
歴
史
博

　

物
館
紀
要
』
九
号
、
一
九
九
六
年
、
五
九
～
六
六
頁
）
参
照
。
藤
井
忠
俊
『
兵
士
た
ち
の
戦

　

争
』
（
朝
日
新
聞
社
、
．
一
〇
〇
〇
年
）
に
も
紹
介
が
あ
る
。

（
5
）
　
『
金
沢
市
史
』
現
代
編
上
（
戦
争
と
軍
事
）
、
金
沢
市
、
一
九
六
九
年
。
こ
の
間
の
召
集
、
動

　

員
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
粟
屋
憲
太
郎
「
民
衆
動
員
と
抵
抗
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
二
一

　

巻
、
一
九
七
七
年
、
一
七
七
頁
）
が
参
考
に
な
る
。
ほ
か
に
『
石
川
県
史
』
（
現
代
篇
1
、
七

　
　
八
五
頁
）
、
石
川
県
厚
生
部
民
生
課
『
石
川
県
将
士
の
記
録
』
（
石
川
県
、
、
九
七
三
年
∀
な
ど

　

参
照
。

（
6
）
　
戦
没
者
慰
霊
碑
の
形
態
や
立
地
が
、
近
年
「
戦
跡
考
古
学
」
の
問
題
提
起
な
ど
を
う
け
て
、

　
　
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
新
宮
譲
治
「
明
治
期
戦
没
者
碑
の
変
遷
ー
個
人
墓
か
ら
集
合

　
　
碑
へ
ー
」
（
『
歴
史
と
地
理
』
四
五
七
号
、
一
九
九
三
年
）
、
寺
門
雄
一
「
近
代
石
造
遺
物
か
ら

　
　
み
た
地
域
・
戦
争
・
信
仰
ー
茨
城
県
取
手
市
域
の
戦
没
者
慰
霊
碑
を
例
に
し
て
ー
」
（
『
地
方
史

　
　
研
究
』
二
五
〇
号
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
、
本
稿
と
問
題
関
心
を
同
じ
く
し
た
分
析
を
試
み

　
　
て
い
る
。
一
方
、
陸
軍
墓
地
の
制
度
に
関
し
て
は
、
原
田
敬
一
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」

　
　
（
大
阪
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
編
『
近
世
近
代
の
地
域
と
権
力
』
清
文
堂
、
一
九
九
八

　
　
年
）
、
及
び
檜
山
幸
夫
編
著
『
近
代
日
本
の
形
成
と
日
清
戦
争
』
（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
に

　
　
お
け
る
、
檜
山
氏
の
所
論
な
ど
参
照
。

（
7
）
　
籠
谷
次
郎
「
戦
没
者
碑
と
『
忠
魂
碑
』
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
〇
六
号
、
一
九
八
四
年
）
。

（
8
）
　
今
井
昭
彦
「
群
馬
県
下
に
お
け
る
戦
没
者
慰
霊
施
設
の
展
開
」
（
『
常
民
文
化
』
一
〇
号
、
一

　
　
九
八
七
年
）
、
下
山
忍
「
戦
没
者
墓
石
に
つ
い
て
」
三
地
方
史
研
究
』
二
五
八
号
、
一
九
九
五

　
　
年
）
、
下
山
「
戦
争
碑
の
変
遷
」
（
『
季
刊
考
古
学
』
第
七
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
谷
口
貢
「
戦

　
　
没
者
の
慰
霊
と
民
俗
信
仰
－
福
島
県
会
津
高
田
町
の
事
例
を
中
心
に
ー
」
（
松
崎
憲
三
『
近
代

　
　
庶
民
生
活
の
展
開
ー
く
に
の
政
策
と
民
俗
ー
』
三
一
書
房
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
9
）
　
新
宮
譲
治
「
戦
没
者
個
人
碑
に
つ
い
て
」
三
歴
史
と
地
理
』
四
四
二
号
、
一
九
九
二
年
）
、

　
　
新
宮
前
掲
「
明
治
期
戦
没
者
碑
の
変
遷
」
な
ど
。

（
1
0
）
　
卯
辰
山
と
野
田
山
の
改
葬
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
田
敬
一
氏
よ
り
新
た
な
ご
教
示
を
得
た
。

　
　
原
田
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
六
～
十
二
年
の
間
に
卯
辰
山
及
び
小
立
野
天
徳
院
に
陸
軍
が
埋
葬
地

　
　
を
借
り
受
け
た
こ
と
、
そ
の
後
卯
辰
山
墓
地
か
ら
将
校
一
基
、
下
士
官
兵
士
四
三
基
の
墓
碑
が

　

移
転
さ
れ
た
こ
と
、
彼
ら
の
う
ち
将
校
、
名
と
下
士
官
四
名
全
員
が
士
族
で
あ
り
、
没
年
は
明

　

治
七
～
九
年
で
あ
る
こ
と
、
「
野
田
ノ
一
地
区
」
が
「
金
沢
陸
軍
埋
葬
地
」
と
な
っ
た
の
は
明

　

治
九
年
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
。
卯
辰
山
か
ら
野
田
山
へ
の
改
葬
の
事
情

　
　
の
一
端
が
う
か
が
え
る
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
（
「
騨
七
九
号
陸
軍
墓
地
移
転
二
関
ス
ル
件
」

　

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
『
陸
軍
省
大
日
記
』
乙
輯
所
収
。
原
田
「
書
評
、
檜
山
幸
夫

　

編
著
『
近
代
日
本
の
形
成
と
日
清
戦
争
』
」
『
民
衆
史
研
究
』
六
二
号
、
二
〇
〇
一
年
、
五
．
一

　

頁
）
。

（
H
）
　
た
だ
し
、
日
露
戦
争
時
の
「
戦
病
死
者
」
に
あ
っ
て
も
、
意
識
と
し
て
「
準
戦
死
」
と
い
う

　
　
概
念
が
残
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
『
石
川
郡
誌
』
等
の
記
載
に
み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
な

　
　
お
、
日
清
戦
争
で
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
八
月
金
沢
市
内
大
樋
町

　
　
北
端
に
、
徴
発
軍
馬
の
勲
功
を
た
た
え
る
軍
馬
紀
念
碑
を
建
立
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。

　
　
動
物
に
も
戦
争
は
負
担
を
強
い
た
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
例
え
ば
、
『
北
国
新
聞
』
一
九
八
三
年
二
月
一
五
日
付
の
記
事
「
レ
ポ
ー
ト
野
田
山
か
ら
（
二

　
　
七
）
／
軍
人
墓
地
」
に
は
、
「
西
南
の
役
戦
没
者
と
、
北
越
戦
争
戦
死
者
を
合
祀
し
た
『
陸
軍
軍

　
　
人
合
葬
之
墓
』
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
大
原
康
男
『
忠
魂
碑
の
研
究
』
（
暁

　
　
書
房
、
一
九
八
四
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
合
葬
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
原
田
敬
一
氏
も
陸
軍

　
　
埋
葬
規
則
等
の
分
析
に
基
づ
き
展
開
さ
れ
て
い
る
（
原
田
『
国
民
軍
の
神
話
－
兵
士
に
な
る
と

　
　
い
う
こ
と
　
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
二
二
二
頁
以
下
∀
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
3
）
　
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
八
年
十
月
六
日
付
、
細
見
前
掲
『
不
滅
の
墳
墓
』
二
四
二

　
　
頁
。

（
1
4
）
　
慰
霊
碑
の
建
碑
状
況
か
ら
す
る
と
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
の
旧
日
露
合
葬
碑
か
ら
、

　
　
以
下
に
紹
介
す
る
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
の
上
海
事
件
合
葬
碑
の
間
約
三
十
年
は
、
合
葬
碑

　
　
の
建
設
が
と
だ
え
て
い
る
（
師
団
管
下
の
戦
死
者
は
シ
ベ
リ
ア
出
兵
ほ
か
皆
無
で
は
な
い
）
。

　
　
こ
の
大
正
～
昭
和
初
年
の
陸
軍
墓
地
の
様
相
に
つ
い
て
、
貴
重
な
記
録
を
得
た
の
で
紹
介
し
て

　
　
お
き
た
い
（
『
岐
阜
日
日
新
聞
』
昭
和
二
年
七
月
九
日
付
）
。
「
陸
軍
の
墓
地
で
お
盆
の
供
養
を

　
　
営
む
師
団
長
／
金
沢
市
外
野
田
山
に
あ
る
陸
軍
墓
地
に
は
戊
申
（
辰
）
、
西
南
、
日
清
、
日
露

　
　
各
戦
役
に
没
し
た
勇
士
佐
官
以
下
四
百
名
の
霊
魂
が
ね
む
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
日
月
の
経

　
　
る
ま
ま
に
た
つ
ね
る
人
も
や
う
や
う
疎
く
、
遺
族
の
人
の
影
も
う
す
く
な
っ
た
が
、
伊
丹
第
九

　
　
師
団
長
は
着
任
忽
々
こ
の
墓
地
を
訪
ね
て
そ
の
荒
廃
を
な
げ
き
、
早
速
陸
軍
墓
地
清
掃
規
定
を

　
　
つ
く
ら
し
め
、
従
来
の
ご
と
く
墓
番
人
に
一
切
を
任
せ
ず
、
衛
戌
各
隊
の
戦
友
た
ち
が
代
わ
り

　
　
が
わ

り
で
墓
の
守
り
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
陸
軍
墓
地
は
そ
の
面
目
を
あ
ら
た
に
す
る
を
得

　
　
た
」
。
さ
ら
に
、
伊
丹
師
団
長
は
遺
族
の
所
在
調
査
を
始
め
、
苦
心
の
結
果
調
書
を
完
成
し
た

　
　
が
、
「
遺
族
者
の
住
所
氏
名
の
判
明
し
た
も
の
は
半
分
に
み
た
な
か
っ
た
」
と
い
う
（
細
見
前

　
　
掲

『不
滅
の
墳
墓
』
二
六
六
頁
）
。
ま
た
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
も
、
第
九
師
団
で
は
、
例
年

　
　
七

月
の
孟
蘭
盆
会
に
は
法
会
を
陸
軍
墓
地
で
厳
修
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
（
「
金
沢
第
九
師
団
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の
陸
軍
墓
地
孟
蘭
盆
法
要
」
『
北
国
新
聞
』
昭
和
五
年
七
月
三
日
付
）
。

（
1
5
）
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
碑
銘
と
兵
士
の
階
級
等
は
、
以
下
の
と
お
り
。
①
マ
フ
ロ
ー
タ
・
ア
ン
ド
レ

　
　
（
陸
軍
列
兵
、
明
治
三
十
八
年
八
月
十
四
日
没
）
、
②
ワ
シ
リ
エ
フ
・
エ
ゴ
ー
ル
（
陸
軍
上
等

　

兵
、
明
治
三
十
八
年
七
月
二
十
四
日
没
、
肺
結
核
）
、
③
エ
ー
ニ
ェ
リ
・
イ
ワ
ン
（
陸
軍
歩

　

兵
、
明
治
三
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
没
）
、
④
ロ
マ
ノ
ブ
・
ス
テ
フ
ァ
ン
（
陸
軍
歩
兵
、
明

　

治
三
十
八
年
五
月
六
日
没
、
銃
創
∀
、
⑤
フ
ー
シ
ン
・
グ
リ
ゴ
リ
ー
（
陸
軍
列
兵
、
明
治
三
十

　
　
八
年
八
月
二
十
八
日
没
）
、
⑥
ビ
ゼ
ロ
フ
・
イ
ワ
ン
ワ
シ
リ
エ
ウ
ィ
ッ
チ
（
陸
軍
砲
兵
上
等

　

兵
、
明
治
三
十
八
年
十
月
十
四
日
没
V
、
⑦
シ
ェ
ー
バ
ン
・
デ
オ
ニ
ー
ス
（
陸
軍
列
兵
、
明
治

　
　
三
十
八
年
五
月
一
日
没
、
腸
チ
フ
ス
、
火
葬
）
、
⑧
ル
バ
ノ
ブ
・
ゲ
バ
ー
リ
ェ
リ
（
陸
軍
列

　

兵
、
明
治
三
十
八
年
七
月
十
八
日
没
、
顔
面
炎
症
）
、
⑨
フ
ァ
フ
レ
ン
ツ
ェ
・
ハ
イ
ダ
ル
シ
ャ

　
　
ン
（
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
、
明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
三
日
没
、
唯
一
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
。
墓
碑

　

も
三
日
月
が
刻
さ
れ
て
い
る
）
、
⑩
イ
シ
ュ
マ
ハ
ン
ベ
ト
ヴ
イ
ッ
チ
・
ジ
ュ
マ
ガ
ヤ
（
陸
軍
上

　

等
兵
、
明
治
三
十
八
年
八
月
十
五
日
没
）
。
ロ
シ
ア
兵
捕
虜
の
金
沢
で
の
動
向
に
関
し
て
は
、

　

土

田
同
子
「
ロ
シ
ア
人
捕
虜
」
（
山
本
吉
次
責
任
編
集
『
野
田
山
の
歴
史
的
研
究
』
金
沢
大
学

　

教
育
学
部
附
属
高
等
学
校
、
一
九
九
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
1
6
）
　
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
大
正
四
年
十
二
月
二
十
日
付
、
細
見
前
掲
『
不
滅
の
墳
墓
』
二
五
七

　
頁
。

（石
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇
二
年
五
月
一
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
七
月
二
日
審
査
終
了
）
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写真4　ロシア人俘虜墓碑
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